
令和７年度第２回徳島県南部地域政策総合会議 次第

日 時 令和８年３月１０日（火）

午後２時から午後４時００分まで

場 所 南部総合県民局阿南庁舎２階 大会議室

１ 開 会

２ 議 事

（１）令和７年度の取組報告について

（２）徳島県南部圏域振興計画の見直しと次年度の取組について

（３）その他

３ 閉 会

【配付資料】

徳島県南部地域政策総合会議設置要綱

徳島県南部地域政策総合会議委員名簿

令和７年度第２回徳島県南部地域政策総合会議配席図

資料１ 徳島県南部圏域振興計画の見直し状況

資料２ 計画の具体的な進め方に対する御意見一覧

参 考 「総合県民局」及び「東部各局」の再編を行います！



徳島県南部地域政策総合会議設置要綱

（設置）
第１条 南部地域振興を総合的に推進する南部総合県民局において、地域住民代表との意見
交換を通じて連携を強化し、地域の目線に立った政策の立案や地域のニーズを反映した事
業の展開に資するため、徳島県南部地域政策総合会議（以下「南部総合会議」という。）
を設置する。

（任務）
第２条 次の事項について必要な連絡、協議及び意見交換を行う。
(１) 南部地域の振興の推進に関すること。
(２) 南部地域住民の行政需要の動向に関すること。
(３) 南部地域の事務事業の推進に係る総合調整に関すること。
(４) その他、目的を達成するために必要な事項。

（構成）
第３条 南部総合会議は、委員１４名以内で構成する。
２ 委員は、南部地域振興活動について優れた識見を有する者等から知事が委嘱する者及び
南部総合県民局長とする。

（任期）
第４条 優れた識見を有する者等から知事が委嘱する委員の任期は、１年とする。ただし、
欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 前項の委員は再任することができる。

（運営）
第５条 会議は、南部総合県民局長を議長とする。
２ 議長は、会議を招集し、議事を進行する。
３ 議長に事故があるときは、南部総合県民局副局長がその職務を代理する。
４ 議長は、議事の進行及び運営上必要があると認める場合は、第３条に規定する委員以外
に管内市町長等を会議へ出席要請することができる。

（専門委員）
第６条 南部総合会議に、専門の事項を検討させるため、専門委員を置くことができる。
２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。
３ 専門委員は、当該専門の事項に関する検討が終了したときは、解任されるものとする。

（部会）
第７条 会議の目的を達成するため、必要に応じて部会を設置することができる。
２ 部会の運営については、別に定める。

（庶務）
第８条 会議の庶務は、南部総合県民局地域創生防災部において処理する。

（雑則）
第９条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において定め
る。

附則
この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。
この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。
この要綱は、平成２１年１２月２５日から施行する。
この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。
この要綱は、令和元年５月１日から施行する。
この要綱は、令和２年７月１８日から施行する。
この要綱は、令和７年６月１日から施行する。



（５０音順、敬称略）

市町 主　な　現　　職　　等 出欠

　　　青木　正繁 ｱｵｷ　ﾏｻｼｹﾞ 阿南市 ソーシャルワーカー 〇

　　　石本　知惠子 ｲｼﾓﾄ　ﾁｴｺ 牟岐町 地域医療を守る会副会長 欠

　　　ｳﾞｫｽﾞﾆｭｳｸ　ｼﾞｬﾝﾅ 海陽町 元外国人地域おこし協力隊 欠

　　　遠藤　真紀子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｷｺ 阿南市 阿南商工会議所青年部広報委員長 〇

　　　大田　浩二 ｵｵﾀ　ｺｳｼﾞ 那賀町 公益社団法人とくしま森林バンク専務理事 〇

　　　大地　幸代 ｵｵﾁ　ｻﾁﾖ 美波町 日和佐町漁業協同組合職員 〇

　　　岸　洋介 ｷｼ　ﾖｳｽｹ 阿南市 ㈲岸火工品製造所専務取締役 ○

　　　坂本　真理子 ｻｶﾓﾄ　ﾏﾘｺ 阿南市 阿南工業高等専門学校 非常勤講師 ○

　　　田中　覚 ﾀﾅｶ　ｻﾄﾙ 那賀町 徳島県農業協同組合常務理事 欠

　　　谷　宏美 ﾀﾆ　ﾋﾛﾐ 美波町 美波町教育委員 〇

　　　長尾　早苗 ﾅｶﾞｵ　ｻﾅｴ 海陽町 特定非営利活動法人あったかいよう副理事 欠

　　　中山　知華 ﾅｶﾔﾏ　ﾁｶ 牟岐町 特定非営利活動法人ひとつむぎ理事長 〇

　　　藤本　雪絵 ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾕｷｴ 那賀町 ひらの図書室主宰 〇

計 １３名 ９名

職 氏　　　名

南部総合県民局長 宮本　孝則

計 １名

職 氏　　　名

阿南市長 岩佐　義弘

那賀町長 橋本　浩志

牟岐町 欠

美波町 副町長 磯野  晴幸

海陽町　 欠

計 ３名

徳島県南部地域政策総合会議委員名簿(R7.6.1～Ｒ8.5.31)

地域住民代表委員（１３名）

氏　　名

県委員

管内市町長



令和８年３月１０日（火）

　　　阿南庁舎大会議室
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